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令和４年１０月１１日 

各報道機関支局長 様 

富士宮市長 

（件名） 

富士宮市創エネ・蓄エネ機器設置費

等事業者用補助金の創設 

（担当） 

環境部環境企画課環境エネルギー室 

担当氏名 勝亦 梓 

電話 0544-22-1131 

内線 2458 

セールス 

ポイント 
事業者が創エネ・蓄エネ機器を設置・購入する場合に設置費等の一

部を補助します。 

（要旨） 

 富士宮市では、再生可能エネルギーの導入及び二酸化炭素排出量の削減を図るとと

もに、非常時に強いまちづくりを推進するため、創エネ・蓄エネ機器を設置・購入す

る事業者に対する補助金を新たに創設しました。 

 

（内容） 

１ 受付期間 

令和４年１０月３日（月）～令和５年１月３１日（火） 

※予算の上限に達し次第受付終了 

 

２ 対象者 

市内に事業所等を有し、市税の滞納がなく、機器の設置又は購入に関し、市の

他の補助金を受けていない事業者 

 

※会社法第２条第６号に規定する大会社を除く。 

 

３ 補助対象機器・補助金額 

○太陽光発電システム・・・１kW あたり２万円（上限１００万円） 

※太陽電池モジュールの公称最大出力とパワーコンディショナの定格出力を

比較して低い方の出力に２０，０００円を乗じた金額 

○定置用リチウムイオン蓄電池・・・上限１０万円 

ただし、リース契約（６年以上）の場合、上限５万円 

○ビークル・トゥ・ホームシステム・・・上限５万円 

○クリーンエネルギー自動車・・・上限５万円 

 

４ 令和４年度予算額 ２５，０００，０００円 

 

５ その他 

補助金の詳細、申請書類は市ホームページをご確認ください。 

 

（添付資料） 

・チラシ 
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